
資料３

指定代理納付者制度の運用の例





決済サービスの仕組みの例

決済サービスの仕組みⅠ クレジットカード決済の仕組み（イシュアとアクワイアラーが同一の場合）

⑦入金 ②確認・決済情報 ③承認

利用者
（住民）

加盟店
（地方公共団体）

イシュア兼アクワイアラー

①カード提示

④財・サービスの提供

⑤利用額の支払
⑥利用額の請求

決済サービスの仕組みⅡ クレジットカード決済の仕組み（イシュアとアクワイアラーが別の主体である場合）

⑩入金

③確認・決済情報

②確認・決済情報

利用者
（住民）

加盟店
（地方公共団体）

アクワイアラー

①カード提示

⑥財・サービスの提供

⑧利用額の支払

⑦利用額の支払い

⑤承認⑨利用額の請求

④承認イシュア
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決済サービスの仕組みⅢ クレジットカード決済（イシュアとアクワイアラーが別の主体で、加盟店が決済業務を決
済代行会社に委託している場合

⑫入金

③確認・決済情報

②確認・決済情報

利用者
（住民）

アクワイアラー

①カード情報の入力

⑦財・サービスの提供

⑨利用額の支払い

イシュア

⑧利用額の支払い

⑤承認

⑪利用額の請求 決済代行会社

⑥承認 ⑩利用額の支払い

加盟店
（地方公共団体）

２

④承認



①入金
③決済情報

利用者
（住民）

加盟店
（地方公共団体）

イシュア兼アクワイアラー

②電子マネー情報の入力

④財・サービスの提供

⑤利用額の支払⑦利用額の請求

決済サービスの仕組みⅣ 前払式支払手段による決済の仕組み（イシュアとアクワイアラーが同一の場合）

※１ 前払式支払手段とは、資金決済法（平成２１年法律第５９号）第３条に規定する前払式支払手段を用いた決済をいい、いわゆるプリペイド型電子マネーが該当。
※２ いわゆるポストペイ型の電子マネー決済については、クレジットカード決済と同様に、イシュア及びアクワイアラが割賦販売法（昭和３６年法律第１５９）の適用を受け、同

胞第３０条に規定する包括信用購入あつせん業者又は同法第３０条の１７の２に規定するクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録をすることとなり、クレジットカー
ド決済と同様のスキームで決済。

※３ ポイントを利用する場合、決済の仕組みⅣでは⑦、決済の仕組みⅤでは⑨の利用額の請求時に利用ポイント分を引いて請求。
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①入金

④決済情報

③決済情報

利用者
（住民）

加盟店
（地方公共団体）

アクワイアラー

⑤財・サービスの提供

⑦利用額の支払

⑥利用額の支払い

⑨利用額の請求

イシュア

決済サービスの仕組みⅤ 前払式支払手段による決済の仕組み（イシュアとアクワイアラーが別の主体である場合）

②電子マネー情報の入力



決済代行会社

Ⅰ 自動車税をクレジットカード支払としている場合

【アクワイアラーを指定代理納付者として指定し、アクワイアラー、決済代行会社と三者契約を締結している例】

未納等のリスクに関する契約事項

・ 地方公共団体は、決済代行業者及びアクワイアラーの帳簿等を検査することができる。

・ アクワイアラー又は決済代行業者の責に帰すべき事由により、地方公共団体への支払額に不足が生じた場合、三者で協議の上、ア
クワイアラーが地方公共団体に不足額を払い込む。

・ アクワイアラーが地方公共団体（決済代行会社）に⑪の前に立替払（⑫、⑬）をした場合に、利用者のクレジットカード不正利用
や、イシュアが利用者から利用額を回収する前にイシュアが倒産する等の理由により、アクワイアラーがイシュアから利用額を回収
できない場合、地方公共団体はアクワイアラーに対して収納金を還付する。

・ 他の当事者の契約違反で損害を受けた場合、違反した当事者に対して損害賠償を請求できる。

・ 契約書に定めのない事項は、アクワイアラー、決済代行会社、地方公共団体がその都度協議して定める。

⑮入金

⑥確認・決済情報

⑤確認・決済情報

アクワイアラー
（指定代理納付者）

イシュア

⑪利用額の支払い

⑭利用額の請求

⑦承認

⑧承認

③カード情報の入力、納付委託の申出

（三者契約）

（三者契約）

⑨承認

地方公共団体
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利用者
（住民）

⑫利用額の支払

⑬利用額の支払

（三者契約）
（指定）

④確認・決済情報

①調定

⑩申出の承認

②納入通知書

指定代理納付者制度による納付の例①



決済代行会社
（指定代理納付者）

Ⅱ ふるさと納税をクレジットカード支払としている場合

【地方公共団体が決済代行会社を指定代理納付者として指定し、契約を締結している例】

未納等のリスクに関する契約事項

・ 利用者が寄附金の支払をしたにも関わらず、地方公共団体に支払が行われず、税金の控除等を受けられなかった場合、地方公共団
体が利用者に寄附金相当額を返還する。

・ 地方公共団体及び指定代理納付者は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被ったときは、相手方に対し、当該損害のうち通
常生ずべき損害の賠償を請求することができる。

・ 災害等やむを得ない事由、指定代理納付者の責によらない通信機器の障害等により決済が不能となった場合、地方公共団体又は寄
附者に生じた損害について、指定代理納付者は責任を負わない。
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⑮入金

④確認・決済情報

③確認・決済情報

利用者
（住民）

アクワイアラーイシュア

⑪利用額の支払い

⑭利用額の請求

⑤承認

⑥承認

①カード情報の入力、
納付委託の申出

地方公共団体

⑬利用額の支払

⑫利用額の支払

ふるさと納税サイト

⑩返礼品の提供

（契約）

（契約）

指定代理納付者制度による納付の例②

（指定）

⑦決済情報

⑨納入通知、申出の承認

②納付委託の
申出の伝達

⑧調定
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